
 

三島市公営住宅等長寿命化計画 概要版 

第１章 計画の目的と位置づけ 
 

１．背景 

・平成 23 年度に「三島市公営住宅長寿命化計画」を

策定し、市営住宅の計画的な維持管理を推進し、10

年計画が満了。 

・平成 28 年に「公営住宅等長寿命化計画策定指針（国

土交通省）」が改定されるとともに、人口減少や少

子高齢化の進行、空き家の増加などの環境変化に

より、ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進等が求められる。 

２．目的 

・市営住宅等ストックの個別改善や大規模改修を進

め、長期的な維持管理を実現と予防保全的な観点

から、市営住宅等ストックの修繕や改善の計画を

定め、長寿命化による更新コストの削減と事業量

の平準化を図ることを目的とする。 

３．計画の位置付け 

・上位計画との整合を図りつつ、「公共施設等総合管

理計画」、「公共施設保全計画」に定める方針を実現

するための実施計画 

 

４．計画期間 

・令和３～12 年度（10 年間） 

第２章 現況の把握 
 

１．市営住宅の入居者・待機者 

・入居者のうち高齢者単身世帯が約 46%    ・中心市街地や利便性が高い地域に申込みが集中している 

２．将来人口・世帯の推計 

・世帯数全体は減少する（左図）が、著しい困窮年収未満の世帯数は 2035 年まで増加する（右図）推計 

・この結果から、今後 10 年は市営住宅を維持する必要がある 

  

３．市営住宅の整備・活用に係る課題 

（１）長期的な視点での計画的な修繕・管理の実施 （２）居住性の向上 

（３）ユニバーサルデザインの促進        （４）効率的な修繕・改善事業の実施 

（５）長期的な需要への対応 

第３章 長寿命化に関する基本方針 
 

ストックの状態の把

握及び日常的な維持

管理の方針 

・建築基準法に基づく法定点検と日常点検による公営住宅等ストックの状況把握 

・実態を踏まえた、建物の内外装・設備等の計画修繕の効果的・効率的な実施 

・点検結果や修繕等の内容を記録し、公営住宅等の修繕・維持管理に活用 

長寿命化及びライフ

サイクルコストの縮

減に関する方針 

・予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善を実施 

・仕様の見直し、予防保全的な維持管理の実践などによる LCC(ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ)縮減 

・修繕標準周期に先だって点検を行い、建物の老朽化や劣化状況を把握 

統合や複合化、広域

的な整備の可能性に

関する方針 

・特に需要の少ない郊外の団地に対する、空き住戸を減らす取り組み 

・需要を踏まえ、郊外の団地を利便性の高い市街地の団地に統合することを検討 
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三島市公営住宅等長寿命化計画 

 

三島市公共施設保全計画 
【個別施設計画】(建物系) 

 

三島市総合計画 

三島市住宅マスタープラン 
 

住生活基本計画（全国計画） 

静岡県住宅マスタープラン 

三島市の計画 

国・静岡県の計画 



第４章 公営住宅等長寿命化計画の対象と事業方策の検討 
※LCC 縮減効果の検証については、本編では第 7 章に記載 

・対  象：三島市営住宅（13団地 734戸）及び共同施設 

・事業手法：下記に示す 1次～3次判定を踏まえ、団地別・住棟別に事業手法を選定 
 

１次判定 団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定 

２次判定 １次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮設定 

３次判定 計画期間における事業手法の決定 
 

表 事業手法（令和３年～12年）の選定結果 

住宅名 棟名 戸数 事業手法（時期） 住宅名 棟名 戸数 事業手法（時期） 
谷田 ― 27 維持管理 

光ケ丘 

Ａ 28 維持管理 

梅名西 
Ａ 12 維持管理 Ｂ 28 維持管理 

Ｂ 15 維持管理 Ｃ 28 維持管理 

梅名北 

Ａ 6 維持管理 Ｄ 28 維持管理 

Ｂ 12 維持管理 

南二日町 

Ａ 34 維持管理 

Ｃ 12 維持管理 Ｂ 34 維持管理 

Ｄ 12 維持管理 Ｃ 34 維持管理 

徳倉 

Ａ 10 
個別改善（2024） 
[LCC 縮減効果：996 千円/年] 

山田 

Ａ 18 
大規模改善（2025） 

[LCC 縮減効果：223 千円/年] 

Ｂ 7 
個別改善（2024） 
[LCC 縮減効果：478 千円/年] 

Ｂ 12 
大規模改善（2027） 

[LCC 縮減効果：153 千円/年] 

Ｃ 7 
個別改善（2024） 
[LCC 縮減効果：700 千円/年] 

Ｃ 18 
大規模改善（2026） 

[LCC 縮減効果：283 千円/年] 

日の出町 

Ａ 16 維持管理 Ｄ 12 統合・解体（2026） 

Ｂ 24 維持管理 中 ― 12 
大規模改善（2028） 
[LCC 縮減効果：407 千円/年] 

Ｃ 16 維持管理 

柳郷地 

Ａ 12 維持管理 

Ｄ 16 維持管理 Ｂ 15 
大規模改善（2029） 

[LCC 縮減効果：584 千円/年] 

千枚原 
Ａ 14 

個別改善（2026） 
[LCC 縮減効果：1,474 千円/年] 

Ｃ 27 
大規模改善（2030） 
[LCC 縮減効果：1,102 千円/年] 

Ｂ 20 
個別改善（2026） 
[LCC 縮減効果：2,165 千円/年] 

Ｄ 27 維持管理 

藤代 

Ａ 45 維持管理 Ｅ 21 維持管理 

Ｓ 24 
建替（2022～2024） 
[LCC：263 千円/年] 

加茂 
Ａ 18 

個別改善（2029・2030） 
[LCC 縮減効果：1,896 千円/年] 

Ｎ 24 
建替（2022～2024） 

[LCC：263 千円/年] 
Ｂ 9 

個別改善（2030） 
[LCC 縮減効果：1,003 千円/年] 

※建替事業を実施する住棟は建設、改善、修繕、除却に要するコストを考慮した LCC（ライフサイクルコスト）を、 

長寿命化型改善事業を実施する住棟は LCC の縮減効果を記載している 

 

第５章 長寿命化実施方針 
 

点検の実施方針 ・建築基準法第 12 条に基づく適切な定期点検を引き続き実施 

計画修繕の実施方針 

 

・建物の主要部位の周期的な計画修繕は、財政状況を勘案しながら効果的に実施 

・耐用年限、点検結果等を踏まえ、効率的な修繕内容・時期を検討 

改善事業の実施方針 ・居住性向上型 間取りの改修、浴槽の設置、浴室・トイレ等への換気扇設置 等 

・福祉対応型 住戸内部・共用部の段差解消、高齢者対応の衛生器具への更新 等 

・安全性確保型 外壁落下防止改修、ガス管の耐震性・耐食性向上 等 

・長寿命化型 屋上、外壁、給排水ガス設備、浴室等の予防保全的な改善 

建替事業の実施方針 ・周辺の土地利用状況を勘案しつつ、集約建替え等により土地の高度利用を図る 

・入居世帯を考慮しながらも、多様な世帯の居住促進に資する住宅の整備 

・居住者の負担が極力小さくなるような、建替えローテーションの検討 

・入居者の利便性向上、交流の場となる共用スペースの整備の検討 

・PPP、PFI 等の活用による、事業の効率性の確保と財政負担の軽減について検討 
 


